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小林委員から聴取した主な意見 
 
○ 策定した方針をどのように運営、管理していくのかが最も大事だと思う。このた

め、方針には、他のセクションとの関係等も含めた推進体制や、県の取組を評価す

る仕組みについても記述すべきである。毎年度の取組を評価し、翌年度に向けて改

善することも大事だが、方針の計画期間が 10 年であれば、４、５年目で一旦成果

を検証し、大きな方向性について（必要に応じて）見直しをかけることが望ましい

のではないか。また、この場合の評価は、入館者数がどうとか、コストがどれだけ

かかったか（あるいは削減したか）といったような事業評価ではなく、県の政策が

どのような成果を上げたかといった観点から行う政策評価であることが望ましい。 
  文化振興に熱心な職員が頑張っていても、なかなか庁内の協力が得られず、スム

ーズに施策が進捗しないケースをよく見かけるが、そのような場合でも、第三者か

ら取組を評価してもらう仕組みがあれば、施策の推進が図られるかもしれない。評

価の仕組みは、方針を作っただけに終わらせず、積極的に推進するためにも必要で

はないか。 
 
〇 文化ゾーンの運営方法については、コストも含めてにはなると思うが、もっとも

適切な運営形態を慎重に検討する必要がある。地方独立行政法人、指定管理者制度、

直営等、検討しなければならない課題は多いが、文化ゾーンが「本当の意味で」生

きる方法を模索してほしい。可能なら、三重方式というモデルの創設にもトライし

てほしい。 
 
○ 施策の方向性１の（取組方向）で文化振興を担う専門人材の育成として、アート

マネジメント人材や舞台技術者等が挙げられているが、博物館施設の学芸員の育成

も位置づけるべきではないか。学芸員資格の取得にあたって博物館経営論が必修化

されたように、これからは、学芸員としての調査研究とともに、未来の観客を育て

ていくという視点から、館の運営についても専門的な知識を身に付けることが求め

られている。また、学芸員に積極的に博士号を取ってもらうなどの後押しをするこ

とによって、調査研究のモチベーションにもなると思う。 
 
○ 県と市町との関係について、県は補完的な役割を担うとあるが、どのようなこと

ができるか。市町の職員は一人で何役も抱えて大変だと聞くが、市町の意向をふま

えて何か具体的に事業化できるようなスキームがあるといい。ただし、こういった

ことは県からの押し付けと取られてもいけないので、市町からの提案を受けて実施

する形が一番望ましいと思う。 
 
○ Ⅱ－１（方針の策定主旨）の部分は、必要なら参考資料として巻末に回してもい

いのではないか。みえの文化の特長や本質をふまえて、県がこれからどうしていこ

うとしているのかを、県民の皆さんに本当に読んでもらうことが大事だとすれば、

構成については工夫する余地があるのではないか。 


